
島 根 県 報
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島根県中小企業調停審議会規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

��������	

島根県中小企業調停審議会規則の一部を改正する規則

島根県中小企業調停審議会規則 (昭和��年島根県規則第��号) の一部を次のように改正する｡

第	条中 ｢商工労働部経営支援課｣ を ｢商工労働部中小企業課｣ に改める｡
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この規則は､ 平成��年
月�日から施行する｡

貸金業法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

号外第��号 平成��年�月��日 (�)
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島根県中小企業調停審議会規則の一部を改正する規則 （経 営 支 援 課） �

貸金業法施行細則の一部を改正する規則 （ 〃 ） �
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平成��年�月��日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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◇����������� ���!"#$%&'�� (規則第��号)

� 規則の概要

商工労働部経営支援課の名称を同部中小企業課に改めることとした。（第	条関係)

� 施行期日

平成��年
月�日から施行することとした｡

◇()�*+,-��!"#$%&'�� (規則第��号)

� 規則の概要

� 貸金業に係る事業報告書の副本等の提出部数について定めることとした。 (第�条関係)

� 商工労働部経営支援課の名称を同部中小企業課に改めることとした。 (第�条関係)

� 閲覧時間の改正 (第
条関係)

� 施行期日

平成��年
月�日から施行することとした｡
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平成��年�月��日 印刷
平成��年�月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

（送料共)

島 根 県 報
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貸金業法施行細則の一部を改正する規則

貸金業法施行細則 (昭和��年島根県規則第		号) の一部を次のように改正する｡

第
条に次の�項を加える｡


 省令第��条の��第
項の規定により知事に提出する事業報告書の副本の部数は�部とし､ 同条第�項の規定により知

事に提出する参考書類の部数は
部とする｡

第�条中 ｢商工労働部経営支援課｣ を ｢商工労働部中小企業課｣ に改める｡

第条中 ｢午前�時から午後�時まで｣ を ｢午前�時��分から午後�時��分まで｣ に改める｡
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この規則は､ 平成��年月�日から施行する｡

号外第��号 平成��年�月��日(�)


